
公益財団法人川崎市シルバー人材センター運転資金貸付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、公益財団法人川崎市シルバー人材センター（以下「センター」という。）

に対して、安定的・継続的な事業運営確保に資することを目的とし、予算の範囲内にお

いて運転資金を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。

（貸付けの対象）

第２条 センターが、就業した会員に配分金を支払う資金を貸付けの対象とする。

（貸付金額及び利子）

第３条 第２条に該当するセンターに対する貸付金の算出方法は別表で定める額を上限と

し、市とセンターとの協議により決定する。

２ 第２条により、算出された貸付金は無利子で貸付けを行う。

（貸付期間）

第４条 貸付金の貸付期間は、貸付けを実施したときから貸付けを実施した年度内とする。

（交付申請）

第５条 センターが貸付金の申請をするときは、公益財団法人川崎市シルバー人材センター

運転資金貸付申請書（第１号様式、以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に申請しなければならない。

（１）事業計画書

（２）収支予算書

（３）定款

（４）貸付金の算定資料

（交付決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やか

に貸付金の交付を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により、貸付金の交付の可否を決定したときは、公益財団法人川崎

市シルバー人材センター運転資金貸付決定通知書（第２号様式）により、センターに通

知するものとする。

（契約書の提出）

第７条 貸付金の交付を受けようとするときは、運転資金貸付契約書を市長に提出しなけ

ればならない。

（交付）

第８条 市長は、貸付金の交付について所定の手続きが完了したときは、遅滞なく貸付金

を交付するものとする。

（貸付決定の取消し）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の交付決定の全部

又は一部を取り消し、既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

（１）この要綱に違反したとき。

（２）書類の記載事項に虚偽があったとき。

（３）その他使途について不適当と認めたとき。



（交付条件）

第１０条 貸付金交付の条件は、次のとおりとする。

（１）貸付金は、センターの配分金の支払い経費に使用し、他の経費に流用しないこと。

（２）貸付金の使途は明確にするとともに、必要に応じて川崎市の監査を受けるものと

する。

（３）その他市長が必要と認める条件

（実績報告）

第１１条 貸付金の交付を受けた者は事業終了後２ヶ月以内に次の各号に掲げる書類を添

えて、市長に報告しなければならない。

（１）事業報告書

（２）収支決算書

（３）運営費貸付金の支出内訳資料

（書類等の整備）

第１２条 貸付金の交付を受けた者は、貸付事業に係わる収入及び支出を明らかにした帳

簿を備え、証拠書類を整備保管しておかなければならない。

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度

の翌年から５年間保管しなければならない。

（協議事項）

第１３条 本事業に関する事項について、疑義が生じたときは、市及びセンターが協議の 

 上、これを定めるものとする。

（その他）

第１４条 この要綱に定めのない事項については、川崎市補助金等の交付に関する規則に

よるほか、別途、健康福祉局長が定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。

この改正要綱は、平成２４年４月１日から適用する。



別 表

公益財団法人川崎市シルバー人材センター運転資金貸付要綱第３条の貸付金の算出方法

次の表で算出する額を貸付基準額とする。

貸 付 金 種 別 貸 付 金 算 出 式

配分金支払い経費 前前年度配分金支払額×１／１２

※算出式により算出された金額の１００万円未満は、切り捨てとする。



第１号様式

番      号

平成 年 月 日

公益財団法人川崎市シルバー人材センター運転資金貸付申請書

（あて先）川 崎 市 長

申請者 団 体 名

所 在 地

代表者氏名

公益財団法人川崎市シルバー人材センター運転資金貸付要綱第５条の規定に基づいて、

次のとおり貸付金を申請いたします。

１ 貸付金申請額      金               円

２ 添付書類

（１） 事業計画書

（２） 収支予算書

（３） 定款

（４） 貸付金の算定資料



（第２号様式）

番      号

平成 年 月 日

公益財団法人川崎市シルバー人材センター運転資金貸付決定通知書

様

川 崎 市 長

平成 年 月 日付けで申込みのあった公益財団法人川崎市シルバー人材センター運

転資金の貸付けについては、次のとおり決定したので通知します。

貸付金額              円

償還期限     年 月 日


